
 

退 職 金 規 程 

（総 則） 

第１条 一般社団法人徳島県サッカー協会の職員に対する退職金の支給については、この規程   

の定めるところによる。 

（退職金の支給対象） 

第２条 退職金は、職員が退職しまたは解雇されたときはその者に、職員が死亡したときはそ   

の遺族に支給する。 

（退職金の支給制限） 

第３条 職員が次の各号に該当する場合は、退職金を支給しない。 

          一 勤続１年未満で退職したとき 

          二 免職の懲戒を受けたとき 

（退職金の額） 

第４条 退職金の額は、常勤職員の場合は３万円に勤務年数を乗じた額とし、非常勤職員は１   

万５千円に勤務年数を乗じた額とする。ただし、平成２０年度以前の常勤職員は５万円  

に平成２０年３月３１日までの勤務年数を乗じた額を加算する。 

（退職金の減額または支給の停止） 

第５条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、第４条の規定により計算して得た額   

から減額または支給を停止することができる。 

         一 職員としての能力を著しく欠くことにより解雇されたときは、計算額の５０％      

以内の減額とする  

         一 職員が故意または重大な過失により協会に著しく損害を与えたり、名誉を損な            

うことがあった場合は、５０％以上の減額または支給の停止を行うことができる。 

（勤務年数の計算） 

第６条 退職金の算定の基礎となる勤務年数の計算は、その者が職員となった日の属する月か   

ら、退職し、解雇されまたは死亡した日の属する月までの年月数による。          

２ 休職期間の勤務年数への算入については、職員就業規則第９条の通りとする。  

（遺族の範囲及び順位）     

第７条 第２条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。 

         一 配偶者（届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあっ      

た者を含む） 

         二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によ            

って生計を維持していた者 

         三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持      

していた親族 

         四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しない者 

    ２ 前項に掲げる者が退職金を受ける順位は、前項各号の順位により、第２号及び第４号   

に掲げる者のうちにあっては、同号の掲げる順位による。 

（起訴中に退職した場合の退職金の取扱い） 

第８条 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、   

退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって、禁固以上の刑に処せられなかった   

ときは、この限りでない。 

（退職金の支給） 

第９条 退職金は、法令に基づき退職金から控除すべき額を控除し、その残額を支給する。 

    ２ 退職金は、予算その他の特別な事情のある場合を除き、支給事由の発生した日から１   

月以内に支給する。 

（端数の処理） 

第10条  この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた１，０００円未満の端数    

は、切り上げて処理するものとする。 

 

    附   則 

    この規程は、平成２０年５月１日から適用する。 

 この規程の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 


